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【参考資料：模式図】
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適時開示体制の概要 

 
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 

 
 当社は、当社および子会社の会社情報について、常に正確かつ迅速に、適切な情報の開示

を行うことを基本姿勢としております。 
 会社情報の開示に際しては、その内容により次のような体制をとっております。 
 
① 決定事実 

重要な決定事実につきましては、毎月開催される定例の取締役会および必要に応じて開

催する臨時取締役会で決定され、その内容について、情報取扱責任者（管理本部長があた

る。以下同じ。）は情報関連部署に確認の後、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規

程（以下「上場規程」という。）に従い、開示の要否について取締役社長と協議のうえ決

定いたします。開示が必要な場合には情報開示担当部署（管理本部総務部があたる。以下

同じ。）により開示資料を作成し、情報取扱責任者および情報関連部署による審査のうえ

速やかに開示を行います。 
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② 発生事実 

発生事実につきましては、重要事実の発生を認知した社内各部署からの連絡により情報

取扱責任者に情報が集約され、情報取扱責任者は情報関連部署に確認の後、その情報につ

いて取締役社長に報告を行います。報告と並行して、情報取扱責任者は、上場規程に従い、

開示の要否について取締役社長と協議のうえ決定いたします。開示が必要な場合には情報

開示担当部署により開示資料を作成し、情報取扱責任者および情報関連部署による審査の

うえ速やかに開示を行います。 
 

開示資料の審査 協議 

- 14 -



 

 

発生部署 

情報の 

ながれ 
情報取扱 

責任者（管理

本部長） 

・ 

情報関連 

部署 

 

 情報開示 

担当部署 

（管理本部 

総務部） 

 

 

開示 

 
 

 
 

  

  取締役社長  

情報取扱 

責任者（管理

本部長） 

・ 

情報関連 

部署 

  

 
③ 年次決算・四半期決算開示 

年次決算・四半期決算につきましては、管理本部経理部において当該決算期の財務諸表

を作成し、会計監査人による監査を受けたのち、情報取扱責任者の確認を経て情報開示担

当部署により開示資料を作成し、情報取扱責任者および情報関連部署による審査のうえ、

取締役会の承認を受け速やかに開示を行います。 
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④ その他重要事実 

子会社に関する情報、その他上記以外の重要事実につきましては、各子会社、関連部署

より情報取扱責任者に集約された情報について、情報取扱責任者は情報関連部署に確認の

後、上場規程に従い、開示の要否について取締役社長と協議のうえ決定いたします。開示

が必要な場合には、情報開示担当部署により開示資料を作成し、情報取扱責任者および情

報関連部署による審査のうえ速やかに開示を行います。 

 

 また、以上の会社情報につきましては、社内規程である「インサイダー取引防止規程」に

基づき、インサイダー取引の防止を図るとともに、社内啓蒙活動により情報管理を徹底して

おります。 

 

以上 

開示資料の審査 開示資料の承認 財務諸表の監査 

開示資料の審査 報告・協議 
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